
天王通りに市民の交流拠点が誕生します 

～デザイン性の高い空間で多様な交流を促進～ 
 

＜議案第 74号 （仮称）津島市シビックプライド醸成拠点の設置及び管理に関する条例の一部改正について＞ 

市民の交流と活動の拠点を作り、まちの賑わいを取り戻すため、天王通りの旧いちい信用金庫と旧駐車場及び本町

筋の観光交流センターを一体の（仮称）シビックプライド醸成拠点として整備しています。 

本施設が市民に親しまれる拠点となるよう、名称及び愛称の公募を行い、施設の名称が決定したため、条例名を「て

んのうぴあ及びみなくるパークの設置及び管理に関する条例」に改正します。また、旧いちい信用金庫及び旧駐車場

について、貸出スペースの利用料金の見直しも併せて行います。 

本拠点にはオープンカフェやキッズスペース、学習スペース等を整備し、デザイン性の高い空間で多様な市民の来

訪や交流を促します。 

 

令和７年11月18日（火） 

津島市まちづくり推進部 

観光・プロモーション課(前田、宮川) 

電話番号 0567-55-9589(ダイヤルイン) 

※画像はイメージです。今後変更になる可能性があります。 

▲てんのうぴあ（正面）イメージ図 ▲てんのうぴあ（カフェ）イメージ図 ▲みなくるパークイメージ図 

※補正予算資料(注目の新たな拠点がいよいよ始動！～プレイベントでひと足先に体感を～)と併せてご覧ください。 
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▲位置図 


